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年
度
か
ら
、　

年
１
月
１
日

２５

２４

以
降
に
契
約
締
結
し
た
生
命
保
険

の
う
ち
、
内
容
に
よ
り
各
保
険
料

が
市
民
税
・
都
民
税
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
。

①
介
護
医
療
保
険
料
控
除
の
新
設

　
　

年
１
月
１
日
以
降
に
契
約
締

２４
結
し
た
生
命
保
険
の
う
ち
、
介
護

医
療
保
険
契
約
に
該
当
す
る
保
険

料
な
ど
に
つ
い
て
は
所
得
か
ら
控

生
命
保
険
料
控
除
の
改
正

除
さ
れ
ま
す
。
控
除
限
度
額
は
２

万
８
０
０
０
円
で
す（
表
１
参
照
）。

②
一
般
生
命
保
険
料
お
よ
び
個
人

年
金
保
険
料
控
除
の
適
用
限
度
額

の
変
更

　
　

年
１
月
１
日
以
降
に
契
約
締

２４
結
し
た
生
命
保
険
に
つ
い
て
、
各

種
控
除
の
適
用
限
度
額
が
変
更
に

な
り
ま
す
（
表
１
参
照
）。

③
従
来
の
生
命
保
険
料
控
除
に
つ

い
て

　
　

年　

月　

日
以
前
に
契
約
締

２３

１２

３１

結
し
た
生
命
保
険
料
控
除
に
つ
い

て
は
、　

年
度
に
お
い
て
も
旧
制

２５

度
が
適
用
さ
れ
ま
す（
表
２
参
照
）。

④
新
旧
双
方
の
保
険
契
約
な
ど
に

係
る
控
除
が
あ
る
場
合

　

ア
新
制
度
の
み
で
申
告
、
イ
旧

制
度
の
み
で
申
告
、
ウ
新
旧
制
度

両
方
で
の
申
告
、
の
３
通
り
。
い

ず
れ
か
を
選
ん
で
申
告
で
き
ま
す
。

ウ
の
新
旧
制
度
両
方
で
申
告
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
算
式
で

求
め
た
合
計
額
が
控
除
さ
れ
ま
す

（
各
控
除
の
限
度
額
は
２
万
８
０

０
０
円
、
合
計
限
度
額
は
７
万
円

で
す
）。

 　
　

年
１
月
１
日
以
降
に
支
払
わ

２５
れ
る
退
職
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
計
算
方
法
が
変
わ
り
ま

す
。

①
２
分
の
１
課
税
の
廃
止

　

勤
続
年
数
が
５
年
以
下
で
あ
る

法
人
役
員
な
ど
が
支
払
い
を
受
け

る
退
職
金
の
う
ち
、
そ
の
役
員
な

ど
の
勤
続
年
数
に
対
応
す
る
退
職

金
と
し
て
支
払
い
を
受
け
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
退
職
所
得
控
除
後

の
所
得
金
額
を
２
分
の
１
に
す
る

措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
（
表
３
参

照
）。

②　

諸
税
額
控
除
の
廃
止

１０

　

退
職
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都

民
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
の
額

か
ら
税
額
の　

舒
が
税
額
控
除
さ

１０

れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の　

舒
の

１０

税
額
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
（
表

４
参
照
）。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

退
職
所
得
に
係
る
控
除
の
改
正

 
仮
徴
収
・
特
別
徴
収
と
は

　

市
民
税
・
都
民
税
は
、
市
民
税
・

都
民
税
納
税
通
知
書
で
決
定
と
な

り
、
７
月
に
年
金
保
険
者
（
日
本

年
金
機
構
な
ど
）
へ
、
市
民
税
・

都
民
税
の
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
を
依

頼
し
ま
す
。
こ
の
た
め
４
月
・
６

月
・
８
月
分
は
仮
徴
収
と
な
り
、

前
年
度
の
２
月
に
公
的
年
金
な
ど

か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
た
金
額
と
同
額
を
、
公
的
年

金
な
ど
か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別

徴
収
）
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

月
・　

月
・
２
月
分
は
、
そ
の

１０

１２

１
年
目
の
方
、２
年
目
以
降
の

方
、
共
通
事
項

年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
額
か
ら

こ
の
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い
た
金

額
を
、
公
的
年
金
な
ど
か
ら
引
き

落
と
し
（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
。

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
が
中

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
開

始
後
、
東
久
留
米
市
外
へ
の
転
出
、

税
額
の
変
更
、
公
的
年
金
な
ど
の

支
給
停
止
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

は
、
引
き
落
と
し
が
中
止
と
な
り
、

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

 　
　

歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
　

歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど

６５を
受
給
し
て
い
る
方
へ

所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
の
市
民
税
・
都
民
税
が
給
与

か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ

て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な
ど
の

所
得
と
併
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す

る
方
は
、
勤
め
先
の
担
当
者
に
申

し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
勤

め
先
か
ら
の
特
別
徴
収
へ
の
切
り

替
え
申
請
に
基
づ
き
、
市
課
税
課

で
処
理
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
給

与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税

の
納
付
方
法
が
普
通
徴
収
の
方
は
、

取
り
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
市
民
税
係
緯
４

７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３

３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

市民税・都民税の
公的年金などからの

引き落とし
（特別徴収）

表１　生命保険料控除の改正（介護医療保険料控除の新設など）
新旧＜新制度＞　所得控除限度額

４万円５万円所得税一般生命保険料
控除 ２万８,０００円３万５,０００円住民税

４万円所得税介護医療保険料
控除 ２万８,０００円住民税

４万円５万円所得税個人年金保険料
控除 ２万８,０００円３万５,０００円住民税

表２　生命保険料控除の改正（従来の生命保険料控除について）
新旧＜旧制度＞　所得控除限度額

５万円５万円所得税一般生命保険料
控除 ３万５,０００円３万５,０００円住民税

５万円５万円所得税個人年金保険料
控除 ３万５,０００円３万５,０００円住民税

表３　退職所得に係る控除の改正（１／２課税の廃止）
退職所得金額＝（退職金－退職所得控除額）×１／２２４年１２月３１日まで
退職所得金額＝退職金－退職所得控除額２５年１月１日以降

表４　退職所得に係る控除の改正（１０％税額控除の廃止）
所得割額＝退職所得金額×１０％（市民税６％・都民税
４％）×０.９２４年１２月３１日まで

所得割額＝退職所得金額×１０％（市民税６％・都民税
４％）２５年１月１日以降

表①　公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）を
開始する年度の徴収

◆例えば年金に係る税額が１万８,０００円の場合

特別徴収
（年金からの引き落とし）

普通徴収
（納付書または口座振替）徴収の方法

２月１２月１０月８月６月年金支給月

年税額の６分の１年税額の４分の１
納付額

３,０００円３,０００円３,０００円４,５００円４,５００円

表②　公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）
　　　２年目以降の徴収
◆例えば年金に係る税額が１万７,０００円の場合

特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）徴収の方法

２月１２月１０月８月６月４月年金支給月

年税額から仮徴収分を引いた額２月に徴収した額と同額
納付額

２,６００円２,６００円２,８００円３,０００円３,０００円３,０００円

※公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）を開始する
年度と、引き落とし（特別徴収）が継続する年度では、徴収方法が異なり
ます。

 
（
１
）
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
方
＝　

年
中
に
公

２３

的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た

方
で
、　

年
４
月
１
日
に
お
い
て

２４

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る　

歳
以
上
の
方
。
た

６５

だ
し
、
次
の
方
は
引
き
落
と
し
の

対
象
者
と
な
り
ま
せ
ん

　

▼　

年
１
月
１
日
以
降
、
当
市

２４
１
年
目
の
方
お
よ
び
昨
年
途

中
で
普
通
徴
収（
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
）
に
な
っ
た
方

に
住
所
を
有
し
な
い
方
（
転
出
者
、

死
亡
者
な
ど
）
▼
４
月
１
日
に
お

い
て
、
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支

払
い
受
取
額
が
年　

万
円
未
満
の

１８

方
▼
介
護
保
険
が
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
さ
れ
な
い
方
▼
前

年
が
給
与
所
得
者
で
、
４
月
１
日

か
ら
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
に

な
っ
た
方
▼
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
の
み
の
受
給
者
（
課
税
対
象
に

な
ら
な
い
た
め
）

（
２
）
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝　

年　

月
支
払
い

２４

１０

分
か
ら

（
３
）
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
年
金
＝
老
齢
基
礎

年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、
退
職
共

済
年
金
な
ど

（
４
）
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
市
民
税
・
都
民
税

＝
対
象
と
な
る
の
は
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
み
で
す
。
年
金
所
得
の

ほ
か
に
給
与
所
得
、
不
動
産
所
得

な
ど
ほ
か
の
所
得
が
あ
る
場
合
、

こ
れ
ら
の
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
は
従
来
通
り
、
給
与
で
の

特
別
徴
収
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
に
よ
る

納
付
と
な
り
ま
す

（
５
）
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
徴

収
方
法
＝
６
月
・
８
月
は
普
通
徴

収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）、

　

月
・　

月
・
２
月
は
年
金
か
ら

１０

１２

の
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
に

な
り
ま
す
（
表
①
参
照
）

 　
「
引
き
落
と
し
の
対
象
者
」
や

「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る
年

金
」、「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な

る
市
民
税
・
都
民
税
」
に
つ
い
て

は
、
１
年
目
の
方
と
同
様
で
す
。

（
１
）
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝　

年
４
月
支
払
い

２４

分
か
ら

（
２
）
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
徴

収
方
法
＝　

年
度
が
公
的
年
金
な

２３

ど
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
、　

年
２４

度
も
継
続
し
て
、
引
き
落
と
し
の

場
合
は
、　

年
４
月
支
払
い
分
の

２４

公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
引
き
落
と

し
（
仮
徴
収
）
と
な
り
ま
す
（
表

②
参
照
）

２
年
目
以
降
の
方

２５年度税制改正の
主な内容

市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・・都都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税

　

月
は

１０「
不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」
で
す

柳
泉
園
組
合
臨
時
職
員

　
【
職
種
】
受
け
付
け
業
務
（
浴
場

施
設
）

　
【
賃
金
】
時
給
８
６
０
円
（
交
通

費
は
別
途
支
給
）

　
【
勤
務
期
間
な
ど
】　

月　

日

１０

１９

（
金
）
〜　

年
３
月　

日
（
日
）。

２５

３１

木
曜
日
以
外
の
午
前
９
時　

分
〜

４５

午
後
９
時　

分
の
間（
交
替
勤
務
）。

１５

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
の
勤
務
あ

り
　
【
募
集
人
数
】
２
人

　

申
し
込
み
は　

月
９
日
（
火
）

１０

ま
で
に
、
履
歴
書
を
柳
泉
園
組
合

総
務
課
庶
務
文
書
係
（
下
里
４
ノ

３
ノ　

）
に
直
接
持
参
し
て
く
だ

１０

さ
い
。

　

申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
同
係
緯
４
７
０
・
１
５
４
５
へ
。 　

不
正
軽
油
と
は
、
主
に
デ
ィ
ー

ゼ
ル
車
の
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ

る
軽
油
に
、
脱
税
を
目
的
と
し
て

重
油
な
ど
を
混
ぜ
、
軽
油
と
偽
り

販
売
し
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
う

し
た
不
正
軽
油
（
特
に
重
油
を
混

ぜ
た
場
合
）
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

の
排
出
ガ
ス
中
の
有
害
物
質
を
増

加
さ
せ
、
環
境
に
も
悪
い
影
響
を

与
え
ま
す
。
不
正
軽
油
は
、
社
会

と
環
境
に
対
す
る
犯
罪
で
す
。

　

都
で
は
、
不
正
軽
油
を
一
掃
す

る
た
め
、
調
査
の
手
掛
か
り
を
探

し
て
い
ま
す
。
不
正
軽
油
に
関
す

る
情
報
を
お
持
ち
の
方
は
、
不
正

軽
油
１
１
０
番
緯
０
１
２
０
・

 
２
３
１ 
・ 
７
９
３ 
へ
、
ご
連
絡
く

ふ
せ
い 

な
く
そ
う

だ
さ
い
。
不
正
軽
油
１
１
０
番
で

は
、　

時
間
情
報
を
受
け
付
け
て

２４

い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
都
主
税
局
課
税
指
導

課
緯　

・
５
３
８
８
・
２
９
５
８

０３

へ
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東京都最低賃金（地域別最低賃
金）は今年１０月１日から時間額
８５０円に改正されました

東京都における最低賃金

　東京都最低賃金は、都内で労働者を使用す
る全ての事業場および同事業場で働く全ての
労働者（都内の事業場に派遣中の労働者を含
む）に適用されます。
　一部の業種については、別に定める特定（産
業別）最低賃金が適用されます。
　詳しくは東京労働局賃金課緯０３・３５１２・
１６１４または最低賃金総合相談支援センター
緯０３・３５４３・６３２６へ。


